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2012 年 12 月議会 一般質問 

日本共産党伊丹市会議員団  上原 秀樹 

 

１． 高すぎる伊丹市国民健康保険税に対する認識を問う 

 国民健康保険会計については、市長から国民健康保険事業の健全化対策について諮

問がされ、国民健康保険運営協議会で審議がされています。その資料によりますと、

伊丹市の国保会計は、2011 年度決算で約 4 億円の赤字で、前年度対比で約 6 億 3,600

万円改善。2012 年度決算見込みでは、3 億 1,100 万円の赤字となる見通しです。その

主な理由は、一般会計から 2 年間で別途繰り入れを行ったことによるもので、累積赤

字を一定解消することができたものです。2011 年度に一般医療分の国保税の引き上

げを行いましたが、一般会計からの繰り入れ増に関しては、党議員団として評価をし

てきました。 

 ところが、今後の国保会計の見通しを試算したとき、一定の財政健全化策を講じた

としても、2017 年度（平成 29 年度）には、一般医療分と後期高齢分の合計で約 60

億円の赤字となる見通しが出されました。これを、2012 年度末の累積赤字を解消し、

今後 5 年間、毎年単年度収支を解消する税改定を行えば、5 年間の増税額合計で 53

億 3,500 万円、最終年度の 2017 年度の国保税は平均して現在の 1.5 倍にもなります。

国保税は現在でも負担の限度額を超えており、こんな値上げなどとんでもありません。 

 伊丹市の国保加入者の実態は、平均所得は約 90 万円、所得なし層が全体の 23.6％

を占め、所得 200 万円未満の層が 73.3％を占めています。その所得 200 万円の 3 人

世帯の場合の国保税が、現在でも年額約 35 万円です。1.5 倍となると 52 万 5,000 円、

所得の 4 分の 1 以上が国保税に消えてしまい、生活保護基準以下の可処分所得しか残

りません。 

 伊丹市の国保加入者の 73.3％が所得 200 万円以下、それらの世帯を中心に、国保

税が伊丹市民の貧困を拡大していると言えます。もちろんこの実態は、伊丹市だけの

ものではなく、全国的なものです。国民健康保険法第 1 条では、その目的を「社会保

障および国民保健の向上に寄与する」と定めていますが、国はその本来の目的を放棄

しています。もともと国保加入者は、伊丹市の実態の通り、所得なし世帯、低所得世

帯が中心で、公的医療保険のセイフティネットとしての役割を担い、1961 年から続

く皆保険制度を下支えしているものです。したがって当然のことながら国庫負担がそ

れなりに投入されなければ維持することはできません。しかし、国庫負担は 1980 年

代から減らされ続け、国保総収入に占める国庫支出金の割合は、50％から 25％を割

る状況になりました。このことが国保税を引き上げ、自治体負担を増やす結果となっ

たものです。 
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 したがって、国保加入者のいのちと生活を守り、社会保障としての役割を果たすこ

とができるように、国に対する国庫支出金の増額を求めるとともに、伊丹市として何

ができるのか、考えてみる必要があります。 

 そこで、次の点を市長にお伺いします。 

１） 現在の伊丹市の国保税が、被保険者に耐えがたい負担を強いることで「国保

が貧困を拡大する」実態に対して、どのような認識を持っておられるのでしょう

か。 

２） 今後 5 年間の収支見通しから、毎年単年度赤字を解消するために値上げを行

い、5 年後には国保税が現在の 1.5 倍になるという試算に対して、どうお考えな

のでしょうか。 

３） 今後の国による国庫支出金の引き上げの見通しはあるのか、また、一般会計

からの繰り入れについては、今まで、収入未済額の 2 分の 1 の繰り入れを 4 分の

3 に、あるいは全額に引き上げることや、国保財政安定化支援事業の中に組み入

れている条例に基づく一般減免の金額を別立てとすること、同時に条例減免の制

度を充実すること、また土地開発公社に対して措置したような決算剰余金の一定

割合を繰り入れる仕組みをつくることなどを提案してきましたが、一般会計から

の繰り入れに対してどうお考えなのかお伺いします。 

 

 

２．教育に関するいくつかの問題で新教育長にお伺いする 

１） 中学校における完全給食を実現することについて 

 学校給食法第４条では「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において

学校給食が実施されるように努めなければならない」、第５条で「国および地方公共

団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない」とされて

いるところです。ところが今までの給食を求める質問に、教育委員会の答弁は、「愛

情弁当論」の立場から「中学校給食の導入は考えていない」「検討もしない」とのこ

とでした。 

 しかし、今年の 9 月議会で市長は、市民の要望が強いことや近隣の自治体の動向も

鑑み、教育委員会と連携しながら、幅広い議論をしていきたいとし、今後は議会や市

民からの意見を聞き、先行実施している自治体の課題も踏まえ、必要性や実現性につ

いて慎重に検討を進めていくという考えを示されました。 

 そこで、新教育長として、中学校の完全給食に対してどう認識されているのか、ま

た市長のこのような答弁をどう受け止めておられるのか、具体的な検討を始める意向

についてもお伺いをいたします。 
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２） 公立幼稚園の今後のあり方について 

 先の通常国会で、子ども・子育て関連法が消費税増税と社会保障の抑制を旨とする

税と社会保障改革の一翼を担うものとして、民主・自民・公明三党による合意で、可

決・成立しました。関連法の本格施行は、2015 年の消費税率 10％の時期に連動して

います。日本共産党としては、本関連法は、保育に対する公的責任の後退、保育所建

設の補助金廃止、保育認定制度など大きな問題があり、反対をしました。いずれにし

ても、地方自治体としては、教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体

制の確保等に関する子ども・子育て支援計画を策定することとなり、そのための準備

も始まることになります。 

 そこで、今回は公立幼稚園のあり方について、教育長にお聞きをいたします。公立

幼稚園に関しては、学校教育審議会で二度にわたって答申が出されました。しかし公

立幼稚園の統廃合にも、私立による認定こども園にも保護者を始め地域住民の反対で

断念せざるを得なくなったのが実情です。このことを踏まえて、次の点でお伺いしま

す。 

 ひとつは、一小学校区一公立幼稚園制についてです。統廃合の計画に対して、保

護者・地域住民の反対運動で、改めて公立幼稚園に対する信頼は厚いと感じました。

以前であれば家庭で担われていた幼児の育ちのプロセスの多くが、幼稚園や保育所で

行われ、家庭で果たすべきであった部分を、幼稚園や保育所が補っています。各家庭

の子育てを支援し地域の教育力を掘り起こしていくために、家庭・地域と幼児教育の

場である幼稚園が一体となって「地域の子どもを地域で育てる」という共通の視点に

立つ必要があり、子どもたちの生活の場として地域を捉えていくことが大切となって

います。その立場から一校区一園制を守ることの意義があると考えるものです。 

 二つには、3年保育と預かり保育についてです。神津認定こども園では例外的に3

年保育を始めることになりますが、今まで公私間での役割分担として公立幼稚園は2

年保育、預かり保育はしないことになっています。 

一方、保護者からのニーズが高い預かり保育については、幼稚園教育要領において

も地域の実態や保護者の要請により、教育時間の終了後に行う預かり保育を含めた教

育活動について留意事項が示されているところであり、今後、公立幼稚園がどう取り

組むべきであるかについて検討すべき時期に来ているのではないかと思います。  

３歳児保育については、伊丹市における3歳児の子どもを在宅などで見ている家庭

は、43％となっており、核家族化や少子化が一層進む中で、近隣での同年齢集団にも

恵まれず、親子の孤立化が社会問題として取り上げられてきている中で、集団遊びや

自然との触れ合いなどの、年齢に即した育ちの場を提供することが望ましいといえま
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す。3歳児の発達段階を捉えても、自我の芽生えによる社会性の発達が著しく、この

時期の環境が人格形成にも大きく影響を与えることに考慮する必要性があり、保護者

のニーズや本市の財政状況を見極めながら、公立幼稚園における３歳児保育の検討も

すべきであると考えるものです。 

 この二つの問題は、今までの公私間の話し合いの経過もあり、伊丹市全体の幼児教

育をどう展望するのかという議論も必要になってくるものであることはいうまでも

ありません。 

 以上に対する見解をお伺いします。 

 

 

３．国の地方財政に対する認識について 

 報道によりますと、財務大臣の諮問機関「財政制度審議会」の財政制度分科会が、

１１月１日開催され、来年度予算編成を前にして、地方財政の分野では、地方自治体

に給与削減を促すとともに、地方交付税を圧縮すべきだとの認識で一致したとのこと

です。 

 その財務省主計局の資料を見ますと、驚くべき内容があります。たとえば、地方財

政に対する認識として、「国は借金をしながら地方交付税を増やしている中、地方公

共団体は貯金が増加している」「地方交付税の不足分は国と地方が借金により折半し

ているが、このことは地方の自律的な歳出抑制努力を促すという考え方。それを飛び

越えて政策的に交付税を増額することは、地方が取り組んでいる自主的な歳出削減努

力を妨げる恐れがある」「地方財政計画は、全国規模の地方財政の標準的な姿であり、

その標準的な歳出は地方交付税によって財源確保する範囲・水準を実質的に画するも

の。そもそも、財源不足の補填など国による財源保障自体が、地方の自立を妨げると

の問題がある」と。また給与関係では、「地方計画上、国家公務員の給与引き下げは

給与関係経費には反映されていない」として、地方財政計画の上で公務員給与の引き

下げを行い、そのことで全国的に１．２兆円の削減ができるとしています。 

 しかし、これらの考え方は、憲法９２条に規定される「地方自治の本旨」、団体自

治そのものをないがしろにし、地方財政計画の縮減によって、真綿で首を絞めるがご

とく、地方の自主性を損なうもので、「地方主権」というならそれ自体を否定するも

のです。そもそも地方交付税法では、地方交付税の交付の基準を設定することを通じ

て、地方行政の計画的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現に資する

こと、地方団体の独立性を強化することとされているところです。財務省の考え方は

この法の趣旨にも反します。 

 また、地方財政計画の根拠は地方交付税法第７条にあり、その地方財政計画は、地
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方交付税という財源保障制度を運用するための位置づけがなされています。財務省は

その地方財源そのものを減らすといっています。この間若干なりとも地方交付税が増

額されたのは、不況による地方税の減少と国庫補助金をなくして一般財源化したこと

によるものであり、地方財源そのものが増えたわけではありません。むしろ２００４

年の小泉構造改革による三位一体改革で大幅に地方交付税を減らし、予算が組めない

事態に追い込んだ水準と大差はありません。 

 そこでお伺いします。 

 一つは、財務省の地方財政に対する考え方に対してどう認識されるのでしょうか。 

 二つには、消費税１０％増税によって地方消費税も1.54％増額することが、「国と

地方の協議の場」における合意とされていますが、先に見ました地方財政への財務省

の認識から見ると、地方財政を抑制することで地方交付税を削減し、地方消費税分が

措置されたとしても、全体の地方財政が変わらなくなる可能性もあるのではないかと

危惧するものですが、これに対する見解を伺います。 

 

 

（2回目） 

１．国民健康保険 

 被保険者への税負担は限度を超え、「国保が貧困を拡大している」ということに関

しては、答弁でも「今後も被保険者に重い負担をお願いせざるを得ない状況が続いて

いく」とされた。しかも毎年3億円から4億円の税改定が必要であるとも言われた。し

かし、3人家族での生活保護基準しか収入のない世帯の場合、現在でも国保税は年額

32万6,100、今の計画では5年後には48万9千円にもなる。とても払える国保税ではな

い。国保税によって生活保護基準以下の生活を余儀なくするという、まさに国保が貧

困を拡大することになる。「負担をお願いする」という範囲を超える。 

 

 増税をさけるためには、何らかの形で税を繰り入れるしかない。 

 一つは国がどういう改革をするのかということ。そもそも国保税は「払えるかどう

か」の観点で設定されていないのが問題。国が保険者に対する支出を大幅に減少させ

てきたことで、自治体と被保険者の税負担が増えたことから、削減させた国庫支出金

の復元を国に求めること、すなわち現在の国庫支出金を倍増させること。少なくとも、

2009年度で各自治体が支出している法定外繰入金が2,532億円、2008年度の全国の累

積赤字が1833億円、その合計約4,400億円を国が各自治体に補填し、順次国保税引き

下げができるように、方向性を明確にすること。このことを具体的に国に求めるべき

です。 
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 二つには一般会計からの繰り入れについて。 

 繰り入れ金額は県下でも高い位置にあり、これ以上の繰り入れは市民の理解を得る

ことは困難との答弁。国保加入者という限られた市民へ税を投入するということへの

疑問という意味なのかも。しかし、低所得者が多くを占めていることや市民の健康を

支え、皆保険制度を下支えする国保の役割を考えれば、本来国が中心となって担うべ

き公的責任を放棄するなら、その一端は、自治体が担うしかないのも事実。現状では、

決して加入者の自己責任や助け合いで対応できる状態ではない。 

 しかも協会けんぽや組合健保に比べて被保険者の負担は2倍以上になっていること

も考慮しなければならない。 

このようなことから、一般会計からの繰り入れは必要と考える。 

 

２．教育長にお聞きした点 

○中学校給食については、学校現場における「食の保障」に課題のある子どもたちに

対する思いから、これまでの教育委員会としての見解を変え、中学校給食を検討課

題とする立場に一歩前進させたと受け止めた。学校給食法の立場から、今後とも前

向きに検討をし、実現させていただきたい。強く要望する。 

 

○公立幼稚園のあり方については、特に預かり保育に対する保護者のニーズが高いこ

と、3年保育では3歳児から年齢に即した育ちの場を社会的に提供するという現代的

な課題もあること等から、私立幼稚園の経験も踏まえ、検討をはじめることが必要

と考える。保護者ニーズ、社会的課題に取り組まなければ、公立保育所の存在意義

も消えてしまうのではないか。新たな公私の役割分担という観点も必要。 

 ・これらのことを踏まえた上で、一校区一園制についても検討すべき。 


